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雅
号
を
変
遷
さ
せ
ま
し
た
。

　

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
文
晁
が
没

す
る
と
、
文
晁
の
実
子
、
文
二
（
ぶ
ん
じ
）

が
谷
家
の
家
督
を
継
承
す
る
の
に
対
し
、
二

世
文
一
は
宮
津
藩
主
、本
庄
宗
秀
（
ほ
ん
じ
ょ

う 

む
ね
ひ
で
、一
八
〇
九
～
七
三
）
に
仕
え
、

藩
士
と
し
て
宮
津
藩
（
現
京
都
府
宮
津
市
）

へ
拠
点
を
移
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

宮
津
藩
に
お
け
る
二
世
文
一
の
役
職
・
立

ち
位
置
は
、
今
日
に
残
る
「
宮
津
藩
政
記
録
」

（
明
治
元
年
頃
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩

館
蔵
）
に
「
拾
人
口 

給
人
格
御
次
詰
」
と

記
録
さ
れ
る
の
み
で
、
詳
細
は
明
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
主
君
宗
秀
は
、
天
保
十
一
年

に
宮
津
藩
六
代
藩
主
に
就
任
し
て
以
降
、
幕

府
奏
者
番
や
寺
社
奉
行
な
ど
を
歴
任
す
る

幕
政
の
中
心
人
物
の
一
人
で
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
宗
秀
の
推
挙
に
よ
り
二
世
文
一
が

加
わ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
が
、
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
に
締
結
さ
れ
た
日
米
修
好
通

商
条
約
の
批
准
書
交
換
の
た
め
、
そ
の
二
年

後
に
幕
府
が
ア
メ
リ
カ
へ
と
派
遣
し
た
万
延

　

郷
土
博
物
館
で
は
、
令
和
三
年
十
月
一

日
か
ら
十
二
月
五
日
に
か
け
て
、
谷
文
晁

の
孫
と
し
て
舩
津
文
渕
ら
足
立
の
文
人
と

親
交
を
結
ん
だ
二
世
谷
文
一
（
に
せ
い 

た

に 

ぶ
ん
い
ち
、
一
八
一
四
～
七
七
）
と
、

そ
の
同
時
代
の
文
晁
門
下
「
谷
派
」
の
絵

師
た
ち
に
焦
点
を
当
て
た
特
別
展
「
谷
文

晁
の
末
裔-

二
世
文
一
と
谷
派
の
絵
師
た

ち-

」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

二
世
文
一
を
中
心
と
し
た
展
覧
会
は
、
全

国
的
に
も
例
の
な
い
試
み
で
あ
り
、
そ
の
反

響
と
し
て
、
会
期
中
に
も
郷
土
博
物
館
に
は

二
世
文
一
や
谷
派
の
絵
師
た
ち
に
関
す
る

様
々
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
作
品
・

資
料
の
調
査
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
回
は
そ
の
二
世
文
一
の
調
査
の
中
か

ら
、
万
延
元
年
遣
米
使
節
の
一
員
と
し
て
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
た
際
に
撮
影
さ
れ
た
、
二
世

文
一
の
肖
像
写
真
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま

す
。

■
二
世
文
一
と
万
延
元
年
遣
米
使
節　

二
世

文
一
に
つ
い
て
は
「
谷
文
晁
の
末

裔
」
展
図
録
に
て
そ
の
詳
細
を
述
べ

て
い
ま
す
が
、
改
め
て
概
観
を
紹
介

し
ま
す
。
二
世
文
一
は
谷
文
晁
の

養
嗣
子
、
一
世
谷
文
一
（
一
七
八
六

～
一
八
一
八
）
の
長
男
で
、
文
晁
に

と
っ
て
孫
に
当
た
り
ま
す
。
五
歳
で

父
と
死
に
別
れ
た
こ
と
か
ら
、
祖
父

文
晁
の
下
で
幼
少
よ
り
画
の
研
鑽

を
積
み
、「
文
権
」、「
文
逸
」、
そ
し

て
父
の
名
を
継
承
し
た
「
文
一
」
と
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「
二
世
谷
文
一
肖
像
写
真
」
　
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
　
日
本
カ
メ
ラ
博
物
館
所
蔵

「二世谷文一肖像写真」胸像部分拡大
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を
使
節
団
随
行
の
画
家
と
し
て
認
識
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
写
真

台
紙
の
表
記
者
が
誰
で
あ
る
に
せ
よ
、
や
は

り
二
世
文
一
＝
使
節
団
中
の
画
家
（A

r
tis

t

）

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
物
語

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
述
と
共
に
、
筆
と
画

帖
を
構
え
た
画
家
と
し
て
の
二
世
文
一
の
姿

を
写
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
写

真
は
、
二
世
文
一
が
村
垣
範
正
の
従
者
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
絵
師
＝
記
録
者
と
し
て
の

役
割
を
帯
び
て
随
従
し
て
い
た
人
員
で
あ
る

可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
も
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
万
延
元
年
遣
米
使
節
の
写
真　

さ
て
、
万

延
元
年
使
節
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
以
前
に
も

複
数
回
に
渡
り
肖
像
写
真
の
撮
影
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、

こ
の
「
二
世
谷
文
一
肖
像
写
真
」
は
使
節
団

が
日
本
へ
の
帰
路
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
立
ち

寄
っ
た
際
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
時
、
使
節
団
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
大

変
な
歓
待
を
受
け
、
ど
の
よ
う
な
行
事
に
参

加
し
た
か
は
、
村
垣
範
正
を
は
じ
め
と
す
る

使
節
各
員
の
記
録
（
阿
部
隆
一
編
『
村
垣

淡
路
守
範
正
著 

遣
米
使
日
記
』（
文
學
社
、

一
九
四
三
年
）、『
万
延
元
年
第
一
遣
米
使
節

日
記
』（
日
米
協
会
、
一
九
七
七
年
）
な
ど

に
収
録
）
に
詳
し
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
そ
れ
ら
の
記
録
の
い
ず
れ
に
も
、
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
ス
の
写
真
館
で
の
肖
像
撮
影
の

記
録
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
写

な
っ
て
い
ま
す
。
写
真
を
囲
む
楕
円
線
の

下
部
周
縁
に
は
「C

H
A

s
.D

.F
R

E
D

R
IC

K
S
 

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

E
R

 
5
8
5
 
A

N
D

 
5
8
7
 

B
R

O
A

D
W

A
Y

 
N

E
W

 
Y

O
R

K

」
の
文
字

が
印
字
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
写
真
が
、
当
時

の
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
写
真
家
の
一
人
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ド
フ
ォ
レ
ス
ト
・
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
ス
（
一
八
二
三
～
九
四
）
が
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
構
え
て
い
た
写
真

館
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

さ
ら
に
台
紙
に
は
、
左
下
部
に
筆
に
よ
る

「
谷
文
一
」
の
字
と
、
中
央
下
部
に
「T

a
n
e
 

B
u
e
n
ic

h
e
 
A

r
tis

h

」
の
字
が
記
さ
れ
ま
す
。

「T
a
n
e
 
B

u
e
n
ic

h
e

」
は
「
谷
文
一
」
を
英

語
表
記
し
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
注

目
す
べ
き
は
、
そ
れ
と
共
に
記
さ
れ
る

「A
r
tis

h

」
の
字
で
す
。「A

r
tis

h

」
は
恐
ら

く
「A

r
tis

t

（
芸
術
家
）」
の
こ
と
と
思
わ
れ
、

こ
こ
で
二
世
文
一
の
立
場
が
「A

r
tis

t

」
で

あ
る
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

台
紙
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
字
が
、
ど
の

段
階
で
、
誰
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
か
は
明
ら

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
、
使
節
団
が

立
ち
寄
っ
た
ハ
ワ
イ
や
ワ
シ
ン
ト
ン
の
新
聞

で
も
、
そ
の
描
き
方
の
紹
介
や
、
写
生
す
る

二
世
文
一
の
肖
像
図
（
図
１
）
の
掲
載
と
共

に
、
二
世
文
一
を
「A

n
 a

r
tis

t

」
と
記
述
し

た
記
事
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
二
世
文
一
自

身
が
取
材
者
や
撮
影
者
に
自
身
の
役
割
・
肩

書
を
「A

r
tis

t

」
と
伝
え
て
い
た
の
か
は
定

か
で
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
姿

を
取
材
し
た
ア
メ
リ
カ
の
人
々
が
二
世
文
一

日
本
へ
の
帰
路
の
途
中
、
万
延
元
年
六
月

（
一
八
六
〇
年
旧
暦
四
月
～
五
月
）
に
ア
メ

リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
撮
影
さ
れ
た
も
の

で
す
。

■
二
世
文
一
の
肖
像
写
真　

「
二
世
谷
文
一

肖
像
写
真
」
に
写
る
の
は
遣
米
使
節
随
行
時
、

数
え
四
十
七
歳
の
二
世
文
一
の
姿
で
す
。
腰

に
短
刀
を
差
し
、
左
手
に
画
帖
を
持
ち
つ
つ

右
手
に
筆
を
構
え
て
、
い
か
に
も
絵
師
然
と

し
た
ポ
ー
ズ
で
撮
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治

初
年
ま
で
生
き
た
二
世
文
一
の
肖
像
を
記
録

し
た
写
真
は
他
に
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

れ
が
現
存
唯
一
の
肖
像
写
真
と
言
え
ま
す
。

　

十
九
世
紀
の
欧
米
社
会
で
は
、
幾
つ
か
の

撮
影
・
現
像
の
技
法
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

の
「
二
世
谷
文
一
肖
像
写
真
」
は
、ソ
ル
テ
ッ

ド
ペ
ー
パ
ー
（
塩
化
銀
紙
）
を
用
い
た
印
画

法
（
＝
プ
リ
ン
ト
技
法
）
で
像
が
写
し
出

さ
れ
た
も
の
で
、
縦
二
〇
・
〇
×
幅
一
五
・
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
楕
円
形
の
肖
像
写
真

が
、
縦
三
三
・
八
×
横
二
七
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
台
紙
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
状
態
と

元
年
遣
米
使
節
で
す
。
こ
の
使
節
団
に
、
二

世
文
一
は
副
使
で
あ
る
村
垣
範
正
の
従
臣
の

一
人
と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
。

　

使
節
団
の
一
員
に
二
世
文
一
が
加
え
ら
れ

た
具
体
的
な
理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
カ
メ
ラ
の
無
か
っ
た
当
時
、
現
地
で
の

出
来
事
や
文
化
風
物
を
、
絵
師
と
し
て
絵
筆

で
も
っ
て
記
録
す
る
役
割
を
求
め
ら
れ
た
の

で
は
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

使
節
団
は
日
本
か
ら
ホ
ノ
ル
ル
を
経
由
し

て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
至
り
、
パ
ナ
マ
を

経
て
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
到
着
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ

ン
大
統
領
へ
の
謁
見
と
、
批
准
書
交
換
を
果

た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
へ
の
帰
路
に
着

い
て
、
バ
ル
チ
モ
ア
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
経
て
大
西
洋
・
喜
望

峰
を
越
え
、
バ
タ
ビ
ア
・
香
港
を
経
由
し
て

横
浜
へ
と
辿
り
着
き
、
使
節
団
と
し
て
の
旅

を
終
え
ま
す
。

　

こ
の
間
、
使
節
団
は
各
地
で
様
々
な
体

験
を
し
ま
す
が
、
本
稿
で
紹
介
す
る
「
二

世
谷
文
一
肖
像
写
真
」［
前
頁
写
真
］
は
、
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■
庚
申
塔
の
造
立　

そ
れ
で
は
江
戸
時
代

の
人
々
は
、
な
ぜ
、
庚
申
塔
を
造
立
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
成

立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
庚
申
因
縁
記
』
に

は
、

　

夫
庚
申
ト
申
ハ
、
一
年
ニ
六
度
有
也
、
彼

　

庚
申
ヲ
守
ト
申
ハ
、
過
去
現
在
未
来
三
世

　

ノ
徳
也
、
先
庚
申
ヲ
守
日
ハ
、
心
ヲ
シ
ツ

　

メ
テ
、
申
ノ
刻
ヨ
リ
守
ヘ
シ
、（
中
略
）

　

又
庚
申
ヲ
守
ル
行
人
ハ
縦
ヒ
重
服
ノ
身

　

ナ
リ
ト
モ
、
ケ
カ
レ
ナ
シ
、
其
日
、
精
進

　

ニ
テ
可
待
一
座
ト
云
ハ
、
三
年
ニ
十
八
度

　

有
也
、
十
八
度
ヲ
一
度
モ
懈
怠
ナ
ク
守
ヲ

　

一
座
ト
云
也
、
此
一
座
ヲ
守
レ
ハ
、
一
切

　

ノ
願
望
、
此
内
ニ
成
就
セ
ス
ト
云
事
ナ
シ

と
あ
り
、「
三
年
ニ
一
八
度
」（
一
年
に
庚
申

の
日
は
六
日
な
の
で
、
三
年
で
一
八
回
と
な

る
）
を
一
座
と
し
て
、
一
座
を
滞
り
な
く
行

な
え
ば
結
願
、
諸
願
成
就
と
な
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。
区
内
の
庚
申
塔
の
銘
文
に
「
爰

結
縁
衆
等
毎
年
六
度
之
待
庚
申
祈
現
後
二

世
悉
地
成
就
所
也
」（
千
住
曙
町　

西
光
院

所
在
庚
申
塔
）、「
奉
供
養
庚
申
待
三
年
二
世

悉
地
成
就
所
」（
扇　

地
蔵
堂
所
在
庚
申
塔
）

と
あ
る
の
は
、
一
座
結
願
成
就
の
た
め
に
造

接
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
西
門
寺
・
西
光
寺　

西
門
寺
は
正
式
に
は

菩
提
山
龍
寶
院
西
門
寺
と
号
し
、
京
都
知
恩

院
の
末
寺
の
浄
土
宗
寺
院
で
す
。
創
建
は
南

北
朝
時
代
の
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
初
年
に
廃
寺
と

な
っ
た
西
光
寺
は
、
正
式
に
は
遍
照
山
安
楽

院
西
光
寺
と
号
し
、慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）、

運
哲
の
開
山
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
る
西
門
寺
の
末
寺
で
し
た
（（『
足
立
風

土
記
稿
』
地
区
編
四　

舎
人
編
、
一
一
六
～

一
二
〇
頁
）。

■
庚
申
信
仰
と
仏
教　

庚
申
信
仰
は
、
中
国

の
道
教
に
基
づ
く
延
命
信
仰
で
日
本
に
は

平
安
時
代
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
で
の

同
信
仰
の
展
開
に
は
、
僧
侶
や
修
験
者
の
寄

与
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
庚
申
の
日
に
礼
拝

仏
を
選
ん
で
礼
拝
す
る
行
為
を
は
じ
め
と

す
る
仏
教
的
要
素
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
庚

申
信
仰
の
テ
キ
ス
ト
『
庚
申
因
縁
記
』
で
は

仏
教
に
基
づ
く
庚
申
信
仰
の
言
説
が
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
の
庚
申
待
板
碑

や
江
戸
時
代
の
庚
申
塔
の
主
尊
に
仏
菩
薩

が
刻
ま
れ
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が

あ
っ
た
の
で
す
。

　

足
立
史
談
で
は
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
庚

申
塔
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回

は
、
舎
人
西
門
寺
（
舎
人
二
―
二
―
一
四
）

と
西
光
寺
跡
（
舎
人
五
―
一
二
―
四　

西
門

寺
別
院　

安
楽
院
）
に
所
在
す
る
二
基
の

庚
申
塔
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現

在
、
西
光
寺
の
跡
地
に
は
西
門
寺
別
院　

安

楽
院
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
庚
申
塔

は
西
光
寺
に
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
で
あ
り
、

ま
た
、
本
誌
で
は
す
で
に
西
光
寺
跡
所
在

の
庚
申
塔
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
踏
ま
え
て
「
西
光
寺
跡
庚
申
塔
」
と
表

記
し
ま
す
（
安
藤
義
雄
「
舎
人
・
西
光
寺

跡
石
造
物
調
査
」『
足
立
史
談
』
三
六
〇

号
、
一
九
九
八
年
）。
な
お
、
同
塔
は

『
足
立
区
文
化
財
調
査
報
告
書　

庚
申
塔
編
』

（
一
九
八
六
年
）
で
は
「
舎
人
二
―
一
三　

天
神
社
」所
在
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
西
光
寺
跡
の
敷
地
と
天
神
社
が
隣

真
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ど
の
よ
う
な
目

的
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
な
事

情
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
こ
の
時
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
て

使
節
団
メ
ン
バ
ー
個
々
人
の
肖
像
撮
影
が
行

わ
れ
た
の
は
確
か
な
よ
う
で
、
使
節
団
に
関

す
る
諸
資
料
を
ま
と
め
た
『
万
延
元
年
遣
米

使
節
史
料
集
成
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
一

年
）
第
七
巻
に
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ス
に
撮

影
さ
れ
た
使
節
団
員
の
肖
像
写
真
が
多
く
日

本
に
持
ち
帰
ら
れ
、
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
紹
介
し
た「
二

世
谷
文
一
肖
像
写
真
」
は
元
々
ア
メ
リ
カ
で

伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
日
本
カ
メ
ラ
博
物
館

の
所
蔵
に
な
っ
た
も
の
で
、
国
内
で
は
他
に

二
世
文
一
の
写
真
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
当
時
、
同
様
の
写
真
が
他
の
写
真
と
共

に
日
本
へ
と
持
ち
帰
ら
れ
、
使
節
団
と
二
世

文
一
の
活
動
を
物
語
る
記
録
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

　

郷
土
博
物
館
で
は
引
き
続
き
、
足
立
ゆ

か
り
の
人
物
と
し
て
、
二
世
文
一
の
調
査

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
な
る
進
展
が

あ
り
次
第
、
誌
上
等
で
ご
報
告
し
て
い
き

ま
す
。　

【
謝
辞
】
「
二
世
谷
文
一
肖
像
写
真
」
に
つ

い
て
は
、
展
覧
会
来
場
者
の
澤
海
典
子
様

よ
り
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
調
査
に
際
し

て
は
日
本
カ
メ
ラ
博
物
館
研
究
員
、
井
桜

直
美
氏
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
記
し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
当
館
学
芸
員
）

（３）第 647 号

写真１

西門寺庚申塔

写真２

西光寺跡庚申塔

一
対
の
庚
申
塔

―
西
門
寺
・
西
光
寺
跡
所
在
の
庚
申
塔
―

　
　
　
　
　
　  
関
口
　
崇
史
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は
、
千
住
町
と
と
も
に
足
立
区
内
に
あ
っ
た

二
つ
の
町
の
一
つ
で
し
た
。

　

正
保
、
元
禄
の
国
絵
図
な
ど
に
は
舎
人

は
「
舎
人
村
」
と
表
記
さ
れ
、
元
禄
十
三

年
（
一
七
〇
〇
）
鋳
造
の
西
門
寺
半
鐘
（
登

録
有
形
文
化
財
〈
工
芸
品
〉）
の
「
足
立
郡

舎
人
町
」、
今
回
紹
介
の
元
禄
十
五
年
の
庚

申
塔
に
も
「
舎
人
町
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

遅
く
と
も
元
禄
末
期
（
一
七
〇
〇
～
〇
三
）

に
は
舎
人
町
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
（『
足
立
風
土
記
稿
』
地
区
編
四　

舎
人
編
、
七
九
頁
）。
同
庚
申
塔
は
、
西
門

寺
の
半
鐘
と
と
も
に
舎
人
町
の
存
在
を
示

す
貴
重
な
史
料
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

赤
山
道
は
関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
赤
山
陣

屋
（
埼
玉
県
川
口
市
赤
山
）
を
中
心
と
し
て

各
方
面
に
結
ぶ
道
の
通
称
で
、
計
四
本
の
赤

山
道
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

赤
山
と
竹
塚
村
増
田
橋
間
を
結
ぶ
約
五
㎞

の
赤
山
道
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
た
の
が

舎
人
町
で
あ
り
、
赤
山
道
に
沿
っ
て
左
右
に

形
成
さ
れ
た
宿
場
町
が
「
舎
人
宿
」
で
し
た
。

つ
ま
り
、
同
宿
場
の
両
端
に
位
置
し
て
い
る

の
が
西
門
寺
と
西
光
寺
だ
っ
た
の
で
す
。

　

舎
人
町
の
人
々
が
造
立
し
た
一
対
の
庚

申
塔
は
、
現
当
二
世
の
願
い
を
現
世
と
来
世

に
分
け
た
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
し
た
。
そ

し
て
、舎
人
宿
の
両
端
に
位
置
す
る
西
門
寺
・

西
光
寺
を
造
立
場
所
に
選
ん
だ
の
は
、
彼
ら

が
舎
人
宿
全
体
の
幸
せ
を
願
っ
た
た
め
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　   
（
足
立
区
文
化
財
調
査
員
）

は
「
奉
彫
建
尊
容
現
當
得
無
比
樂
所
」
（
主

尊
右
）
と
青
面
金
剛
の
尊
容
を
彫
建
す
る

こ
と
で
現
当
の
無
比
楽
所
を
得
る
こ
と
を

願
い
、
西
光
寺
跡
庚
申
塔
で
は
「
奉
造
立

尊
像
現
後
速
受
無
比
樂
所
」
（
主
尊
右
）
と

彫
建
さ
れ
た
青
面
金
剛
の
尊
像
を
造
立
す

る
こ
と
で
現
後
速
や
か
に
無
比
楽
所
を
受

け
る
こ
と
を
願
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
ま

す
。
本
来
「
現
当
」
と
は
「
現
世
と
「
当
来
」

の
こ
と
で
あ
り
、
現
世
と
来
世
を
意
味
す

る
言
葉
で
す
が
、
西
門
寺
庚
申
塔
の
「
現

当
」
は
現
世
で
あ
り
、
西
光
寺
跡
庚
申
塔

の
「
現
後
」
と
は
来
世
と
推
測
さ
れ
、
舎

人
町
の
施
主
九
七
人
は
、
現
世
と
来
世
に

お
け
る
安
楽
を
二
つ
の
庚
申
塔
に
分
け
て

祈
願
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
造
立
理
由
を
考
え
る
と
西
門
寺
庚

申
塔
の
造
立
年
代
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き

ま
す
。
来
世
を
祈
願
す
る
西
光
寺
跡
庚
申

塔
が
さ
き
に
造
立
さ
れ
た
こ
と
は
考
え
に

く
く
、
西
門
寺
庚
申
塔
の
造
立
年
次
は
西

光
寺
跡
の
庚
申
塔
よ
り
早
い
か
、
同
時
期

に
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
元
禄

十
五
年
よ
り
早
い
「
壬
午
」
の
年
は
寛
永

十
九
年
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
寛

永
十
九
年
の
時
点
で
は
、
舎
人
は
「
舎
人
町
」

成
立
以
前
の
「
舎
人
村
」
の
時
代
で
し
た
。

つ
ま
り
、
西
門
寺
庚
申
塔
は
元
禄
十
五
年

に
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
で
あ
り
、
西
光
寺

跡
庚
申
塔
と
同
時
に
造
立
さ
れ
た
一
対
の

庚
申
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
な
の
で

す
。

■
舎
人
町
と
赤
山
道　

江
戸
時
代
の
舎
人

■
造
立
者　

造
立
者
は
そ
れ
ぞ
れ
舎
人
町

の
施
主
九
七
人
（
主
尊
左
に
銘
文
あ
り
）
で
、

造
立
者
が
わ
か
る
区
内
の
庚
申
塔
中
最
大

の
人
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
後

期
に
幕
府
が
編
纂
し
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記

稿
』
で
は
舎
人
町
の
家
数
を
九
三
軒
と
し
て

い
ま
す
の
で
、
造
立
者
数
は
舎
人
町
の
全
軒

数
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
造
立
年
代　

そ
れ
ぞ
れ
の
主
尊
左
に
「
□

□
壬
午

年
十
一
月
朔
日
」（
西
門
寺
庚
申
塔
）、

「
元
禄
十
五
壬
午

年
十
一
月
朔
日
」（
西
光
寺

跡
庚
申
塔
）
の
銘
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
残
念
な
が
ら
西
門
寺
庚
申
塔
は
年

号
部
分
が
欠
損
し
て
い
ま

す
が
、
江
戸
時
代
、
干
支

が
「
壬
午
」
の
年
は
、
寛

永
十
九
年
（
一
六
四
二
）、

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）、

宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）、

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

が
該
当
し
ま
す
の
で
、
こ

の
い
ず
れ
か
が
西
門
寺
庚

申
塔
の
造
立
年
次
と
な
り

ま
す
。

■
造
立
理
由　

西
門
寺
庚

申
塔
の
造
立
年
次
は
、
同

塔
の
造
立
理
由
か
ら
解
明

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

多
く
庚
申
塔
に
は
「
現
当

二
世
」「
二
世
安
楽
」
と
い
っ

た
現
世
と
来
世
の
安
楽
を

願
う
趣
旨
の
銘
文
が
あ
り

ま
す
が
、
西
門
寺
庚
申
塔

立
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

■
二
基
の
庚
申
塔　

そ
れ
で
は
、
西
門
寺
・

西
光
寺
跡
の
庚
申
塔
を
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

写
真
１
は
西
門
寺
庚
申
塔
、
写
真
２
は
西

光
寺
跡
庚
申
塔
で
す
。
い
ず
れ
も
、
主
尊
で

あ
る
六
臂
の
青
面
金
剛
が
邪
鬼
を
踏
み
つ

け
、
頭
上
左
右
に
は
飛
雲
に
日
月
、
足
元
に

雄
鶏
・
雌
鶏
、
そ
の
下
に
三
猿
を
配
す
る
同

一
形
態
の
庚
申
塔
で
す
。

　

写
真
３
・
４
は
主
尊
部
分
を
拡
大
し
た
も

の
で
す
が
主
尊
の
比
較
か
ら
そ
の
デ
ザ
イ

ン
も
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。　

写
真
４　

青
面
金
剛　

〔
西
光
寺
跡
庚
申
塔
〕

写
真
３　

青
面
金
剛　

〔
西
門
寺
庚
申
塔
〕


